
　    該当なし

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

（２）たな卸し資産の評価基準及び評価方法

（３）固定資産の減価償却の方法

　　　②　無形固定資産

　　　　　定額法によっている。

（４）引当金の計上基準

　　　①　徴収不能引当金

　　　　　　徴収不能引当金は、徴収不能が見込まれないので、計上していない。

　　　②　賞与引当金

　　　　　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

　　　③　退職給付引当金

（５）消費税等の会計処理

　当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式　第２号の１様式　第３号の１様式）

（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式　第２号の２様式　第３号の２様式）

　　　　当法人では、社会福祉事業のみの法人のため作成していない。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式　第２号の３様式　第３号の３様式

　　　　当法人では、拠点が１つの法人のため作成していない。

（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式　第２号の３様式　第３号の３様式）

　　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　ア　灯光園拠点（社会福祉事業）

　　　　　「法人本部」

　　　　　「特別養護老人ホーム灯光園」

　　　　　「灯光園短期入所生活介護事業」

　　　　　「灯光園デイサービスセンター」

　　　　　「灯光園在宅介護支援センター」

　　　　　「灯光園障害福祉サービス事業」

　　　　　「灯光園居宅介護支援事業」

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

5,158,800 0 0 5,158,800

796,364,284 0 22,007,457 774,356,827

5,000,000 0 0 5,000,000

806,523,084 0 22,007,457 784,515,627

４．法人で採用する退職給付制度

４．法人で採用する退職給付制度４．法人で採用する退職給付制度

４．法人で採用する退職給付制度

　　　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県福祉

　　　事業共済会の退職共済制度によっている。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

６．基本財産の増減の内容及び金額

６．基本財産の増減の内容及び金額６．基本財産の増減の内容及び金額

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類

土地（基本）

建物（基本）

定期預金（基本）

合　　計

財務諸表に対する注記（法人全体用）

財務諸表に対する注記（法人全体用）財務諸表に対する注記（法人全体用）

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

１．継続事業の前提に関する注記１．継続事業の前提に関する注記

１．継続事業の前提に関する注記

２．重要な会計方針

２．重要な会計方針２．重要な会計方針

２．重要な会計方針

　　　該当なし

　　　該当なし

　　　①　有形固定資産

　　　　　平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10％として

　　　　　償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（１円）まで償却するものとする。

　　　　　上記以外の有形固定資産については、定額法によっている。

　　　　　　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生し

　　　　　　ていると認られる額を計上している。

　　　該当なし

３．重要な会計方針の変更

３．重要な会計方針の変更３．重要な会計方針の変更

３．重要な会計方針の変更

　　　該当なし



　担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 5,084,800

建物（基本財産） 774,356,827

計 779,441,627

　担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む） 244,790,000

計 244,790,000

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

5,158,800 0 5,158,800

1,033,814,537 259,457,710 774,356,827

1,038,973,337 259,457,710 779,515,627

45,675,000 0 45,675,000

19,972,029 820,754 19,151,275

449,462,700 250,084,070 199,378,630

45,657,598 18,901,937 26,755,661

105,314,476 7,644,074 97,670,402

26,380,706 22,148,455 4,232,251

78,305,539 70,565,314 7,740,225

31,020 0 31,020

5,257,035 5,257,035 0

776,056,103 375,421,639 400,634,464

1,815,029,440

1,815,029,4401,815,029,440

1,815,029,440 634,879,349

634,879,349634,879,349

634,879,349 1,180,150,091

1,180,150,0911,180,150,091

1,180,150,091

債権額

徴収不能引当金

の当期末残高

債権の当期末残

高

79,292,750 0 79,292,750

1,122,898 0 1,122,898

80,415,648 0 80,415,648

　該当なし

未収補助金

合　　計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

１２．関連当事者との取引の内容１２．関連当事者との取引の内容

１２．関連当事者との取引の内容

　該当なし

１３．重要な偶発債務

１３．重要な偶発債務１３．重要な偶発債務

１３．重要な偶発債務

　該当なし

１４．重要な後発事象

１４．重要な後発事象１４．重要な後発事象

１４．重要な後発事象

　該当なし

１５．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

１５．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を１５．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

１５．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

　　　明らかにするために必要な事項

　　　明らかにするために必要な事項　　　明らかにするために必要な事項

　　　明らかにするために必要な事項

事業未収金

構築物

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

ソフトウェア

小　　計

合　　計

合　　計合　　計

合　　計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

その他の固定資産

建物附属設備

　該当なし

８．担保に供している資産

８．担保に供している資産８．担保に供している資産

８．担保に供している資産

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産

建物（基本）

小　　計

その他の固定資産

建物

土地（基本）

土地

７．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し７．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し


